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1. 多摩・島しょ地域自治体アンケート調査

（1） 実施概要

① 調査方法
本調査は、各市町村の企画担当課へメールで調査票を送付し、その後企画担当部署から防
災担当部署へ展開いただき、メールにより回収する方法で実施した。

② 調査時期
2021年 7 月19日（火）～ 9月 3日（金）

③ 調査対象
東京都39市町村の防災担当部署

④ 回収結果
39サンプル（回収率100％）

⑤ 調査結果の見方
調査結果の数値は、原則として回答率（％）を表記してあり、小数点第 2位を四捨五入し
小数点以下第 1位までを表記している。このため、単数回答の合計が100.0％とならない場
合がある。
本文中の「ｎ」はその設問の回答数を、「ＳＡ」は単一回答を、「ＭＡ」は複数回答、「ＦＡ」
は自由記述回答を示す。
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（2） 調査結果

① 防災担当部署の人数
防災担当部署の人数は、「 8 ～ 9人」が20.5％で最も多く、次いで「 2 ～ 3人」「 6 ～ 7
人」が15.4.％となった（図表�14）。

図表	14　防災担当部署の人数

② 女性職員数
女性職員数は、「 0人」が44.4％で最も多く、次いで「 1人」が38.9％となった（図表�15）。

図表	15　女性職員数

（注）計36について：無回答が 3自治体であった。

人数（人） 自治体数 割合

0～1 3 7.7%

2～3 6 15.4%

4～5 5 12.8%

6～7 6 15.4%

8～9 8 20.5%

10～11 3 7.7%

12～13 5 12.8%

14～15 1 2.6%

16～17 1 2.6%

18～19 0 0.0%

20以上 1 2.6%

計 39 100.0%

人数（人） 自治体数 割合

0 16 44.4%

1 14 38.9%

2 3 8.3%

3 2 5.6%

4以上 1 2.8%

計 36 100.0%
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③ 住民の避難にあたっての課題
発災時の住民の避難にあたっての課題は、「避難行動要支援者（高齢者、障害者等）の支援」
が84.6％で最も多く、次いで「発出した避難情報の住民への伝達」が64.1％、「住民への避難
情報を発出する際の判断（警戒レベルやタイミング等）」が61.5％となった（図表�16）。

図表	16　住民の避難にあたっての課題（ＭＡ・3つまで）

④ 分散避難についての検討や準備
分散避難についての検討や準備は、「準備を行っている」が79.5％で最も多く、次いで「必
要性は有ると認識しているが、具体的な準備はできていない」が12.8％、「必要性が無いため、
特に検討や準備は行っていない」が5.1％となった（図表�17）。

図表	17　分散避難についての検討や準備（ＳＡ）

84.6

64.1

61.5

25.6

23.1

5.1

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

避難行動要支援者（高齢者、障害者等）

の支援

発出した避難情報の住民への伝達

住民への避難情報を発出する際の判断

（警戒レベルやタイミング等）

住民からの通報・連絡への対応

市町村内の被害情報の収集

国や都との情報共有

その他

（％）

（n=39）

準備を行っている

79.5%

必要性は有ると認識し

ているが、具体的な準

備はできていない

12.8%

必要性の有無を検討中

である

2.6%

必要性が無いため、特

に検討や準備は行って

いない

5.1%

（n=39）
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⑤ 分散避難の準備内容
分散避難の準備内容は、「分散避難について住民に周知している」が100.0％で最も多く、
次いで「既存のマニュアルや指針の修正を行っている」が19.4％、「マニュアルや指針などを
作成している」が16.1％となった（図表�18）。

図表	18　分散避難の準備内容（ＭＡ・いくつでも）

（注）1.�「宿泊施設を避難先とした住民に対する費用助成の仕組みを設けている」「分散避難者への情報・物資�提供方法を決

めている」の回答者は無し。

2.n=31について：本問は、分散避難について「準備を行っている」と回答した自治体を対象としている。

100.0

19.4

16.1

6.5

9.7

0 20 40 60 80 100

分散避難について住民に周知している

既存のマニュアルや指針の修正を行っている

マニュアルや指針などを作成している

宿泊施設と協定を結び、分散避難先を確保し

ている

上記以外の内容について、準備を行っている

（％）

（n=31）

（注）「宿泊施設を避難先とした住民に対する費用補助の仕組みを設けている」「分散避難者への

情報・物資提供方法を決めている」の回答者は無し。
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⑥ 分散避難の課題
分散避難の課題は、「住民への周知・理解促進」が61.1％で最も多く、次いで「避難行動要
支援者の移動手段の確保」が55.6％、「分散避難者の状況把握」が47.2％となった（図表�19）。

図表	19　分散避難の課題（ＭＡ・3つまで）

（注）1.「財源の確保」「その他」の回答者は無し。

2.�n=36について：本問は、分散避難について「準備を行っている」又は「必要性は有ると認識しているが、具体的な準備

はできていない」又は「必要性の有無を検討中である」と回答した37自治体を対象とし、うち無回答が 1自治体であった。

61.1

55.6

47.2

36.1

33.3

13.9

2.8

0 20 40 60 80 100

住民への周知・理解促進

避難行動要支援者の移動手段の確保

分散避難者の状況把握

住民の避難先の確保

分散避難者への物資の供給や情報提供

マニュアルや指針などの作成（既存のマニュ

アルの修正を含む）

課題はない

（％）

（n=36）

（注）「財源の確保」「その他」の回答者は無し。
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⑦ 災害時のテント泊や車中泊
災害時のテント泊や車中泊は、「認めている」が48.7％で最も多く、次いで「必要性の有無
を検討中である」が30.8％、「認めていない、又は検討自体をしていない」が20.5％となった（図
表�20、図表�21）。

図表	20　災害時のテント泊や車中泊（ＳＡ）

図表	21　「認めている」と回答した先につき、どのような場合に認めているか（抜粋・FA）
意見内容

•	 避難所に収容が困難であることが予測される場合等。
•	 風水害時など一時的な避難の際に安全な場所での車中泊を認めている。
•	 主に想定されるのは大地震発生時。メインの避難者滞在スペースが足りなくなってしまった
ら認めざるを得ない。

•	（コロナウイルス等）感染症が拡大している場合。
•	 水害時に短期間の避難が見込まれる場合。
•	 避難所に人が集中したり、感染症対策の一環として。
•	 ペット同行避難、集団が苦手、苦痛となる方など。
•	 原則認めていないが、やむを得ない場合、テント泊・車中泊があることを想定している。
•	 感染症対策が必要でかつ避難所施設内の受入れができない場合。
•	 避難所施設が不足し、災害対策本部が必要と認める時。
•	 避難所まで歩行が困難である等、やむを得ず車で避難所に来た場合。

認めている

48.7%

必要性の有無を検討中

である

30.8%

認めていない、又は検

討自体をしていない

20.5%

（n=39）
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⑧ 災害時のテント泊や車中泊の準備
災害時のテント泊や車中泊の準備は、「テント泊や車中泊ができる場所（スペース）を確保・
検討している」が63.2％で最も多く、次いで「具体的な準備はできていない」が21.1％となっ
た（図表�22）。

図表	22　災害時のテント泊や車中泊の準備（ＭＡ・いくつでも）

（注）1.「テント泊や車中泊の避難者への巡回体制を構築している」の回答者は無し。

2.n=19について：本問は、災害時のテント泊や車中泊について「認めている」と回答した自治体を対象としている。

63.2

10.5

5.3

5.3

10.5

21.1

0 20 40 60 80 100

テント泊や車中泊ができる場所（ス

ペース）を確保・検討している

既存のマニュアルや指針の修正を

行っている

マニュアルや指針などを作成している

テントを備蓄している

上記以外の内容について、

準備を行っている

具体的な準備はできていない

（％）

（n=19）

（注）「テント泊や車中泊の避難者への巡回体制を構築している」の回答者は無し。
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⑨ 災害時のテント泊や車中泊の課題
災害時のテント泊や車中泊の課題は、「車中泊・テント泊避難者の状況把握」が74.2％で最
も多く、次いで「住民への周知・理解促進」「車中泊・テント泊避難者への物資の供給や情
報提供」が54.8％となった（図表�23）。

図表	23　災害時のテント泊や車中泊の課題（ＭＡ・3つまで）

（注）1.「課題はない」の回答者は無し。

2.�n=31について：本問は、災害時のテント泊や車中泊について「認めている」又は「必要性の有無を検討中である」と回

答した自治体を対象としている。

74.2

54.8

54.8

48.4

29.0

3.2

0 20 40 60 80 100

車中泊・テント泊避難者の状況把握

住民への周知・理解促進

車中泊・テント泊避難者への物資の供給

や情報提供

住民の避難先の確保

マニュアルや指針などの作成（既存のマ

ニュアルの修正を含む）

その他

（％）

（n=31）

（注）「課題はない」の回答者は無し。
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⑩ 指定避難所や指定緊急避難場所の周知方法
指定避難所や指定緊急避難場所の周知方法は、「防災マップ・ハザードマップのホームペー
ジへの掲載」が97.4％で最も多く、次いで「防災マップ・ハザードマップの各戸への配布」
が89.7％となった（図表�24）。

図表	24　指定避難所や指定緊急避難場所の周知方法（ＭＡ・いくつでも）

（注）「周知していない」の回答者は無し。

97.4

89.7

43.6

38.5

35.9

35.9

25.6

17.9

2.6

33.3

0 20 40 60 80 100

防災マップ・ハザードマップの

ホームページへの掲載

防災マップ・ハザードマップの各戸への配布

広報誌への掲載

防災パンフレットの各戸への配布

公共施設等の掲示板での掲示

防災パンフレットのホームページへの掲載

スマートフォンアプリでの案内

自治体のFacebookやTwitterなどの

ＳＮＳでの案内

地元紙（地域新聞等）への掲載

その他

（％）

（n=39）

（注）「周知していない」の回答者は無し。
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⑪ 避難所運営の手引きの作成
避難所運営の手引き（マニュアル）の作成は、「避難所の場所ごと（〇〇体育館、○○公
民館など）のマニュアルを作成済み」が33.3％で最も多く、次いで「全避難所一律のマニュ
アルを作成済み」が30.8％、「作成中」が15.4％となった（図表�25）。

図表	25　避難所運営の手引きの作成（ＳＡ）

⑫ 避難所運営の手引きを作成していない理由
避難所運営の手引きを作成していない理由は、「人手・時間不足のため」が60.0％で最も多
く、次いで「ノウハウ不足のため」が40.0％となった（図表�26）。

図表	26　避難所運営の手引きを作成していない理由（ＭＡ・3つまで）

（注）�n= 5 について：本問は、避難所運営の手引きを「作成していない」と回答した自治体を対象としている。

全避難所一律のマニュアルを

作成済み

30.8%

避難所の種類ごと（指定避難

所・指定緊急避難場所・福祉避

難所など）のマニュアルを

作成済み

7.7%

避難所の場所ごと（〇〇体育

館、○○公民館など）のマニュ

アルを作成済み

33.3%

作成中

15.4%

作成していない

12.8%

（n=39）

60.0

40.0

20.0

20.0

20.0

20.0

0 20 40 60 80 100

人手・時間不足のため

ノウハウ不足のため

予算不足のため

必要性を感じないため

代わりになるものがあるため

その他

（％）

（n=5）
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⑬  避難所運営の手引き（マニュアル）を活用した職員や住民向けの避難所開
設訓練
避難所運営の手引き（マニュアル）を活用した職員や住民向けの避難所開設訓練は、「職
員向けと住民向けの訓練の両方（合同の場合を含む）を実施している」が75.0％で最も多く、
次いで「職員向けの訓練のみ実施している」が21.4％、「実施していない」が3.6％となった（図
表�27）。

図表	27　避難所運営の手引き（マニュアル）を活用した職員や	
住民向けの避難所開設訓練（ＳＡ）

（注）1.「住民向けの訓練のみ実施している」の回答者は無し。

2.�n=28について：本問は、避難所運営の手引き（マニュアル）について「全避難所一律のマニュアルを作成済み」又は「避

難所の種類ごと（指定避難所・指定緊急避難場所・福祉避難所など）のマニュアルを作成済み」又は「避難所の場所ご

と（〇〇体育館、○○公民館など）のマニュアルを作成済み」と回答した自治体を対象としている。

職員向けと住民向けの訓

練の両方（合同の場合を

含む）を実施している

75.0%

職員向けの訓練のみ

実施している

21.4%

実施していない

3.6%

（n=28）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑭ 訓練の実施にあたっての課題
訓練の実施にあたっての課題は、「参加する職員や住民のマニュアル習熟度が不足してい
る」が64.3％で最も多く、次いで「参加者が少ない」が39.3％となった（図表�28）。

図表	28　訓練の実施にあたっての課題（ＭＡ・いくつでも）

（注）1.「予算上実施が難しい」の回答者は無し。

2.�n=28について：本問は、避難所運営の手引き（マニュアル）を活用した避難訓練の実施について、「職員向けと住民向

けの訓練の両方（合同の場合を含む）を実施している」又は「職員向けの訓練のみ実施している」又は「住民向けの訓

練のみ実施している」と回答した自治体を対象としている。

64.3

39.3

21.4

17.9

21.4

3.6

0 20 40 60 80 100

参加する職員や住民のマニュアル

習熟度が不足している

参加者が少ない

防災担当部署のマニュアル習熟度が

不足している

人員不足

その他

課題はない

（％）

（n=28）

（注）「予算上実施が難しい」の回答者は無し。
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⑮ 防災担当以外の職員向けの防災訓練や研修
防災担当以外の職員向けの防災訓練や研修は、「防災訓練の実施」が87.2％で最も多く、次
いで「災害対応マニュアルや資料等の配布」が66.7％、「研修・ワークショップの実施」が
30.8％となった（図表�29）。

図表	29　防災担当以外の職員向けの防災訓練や研修（ＭＡ・いくつでも）

⑯ 住民やＮＰＯ団体等が自主的に避難所運営に関われる体制の準備状況
住民やＮＰＯ団体等が自主的に避難所運営に関われるような体制の準備状況は、「既に準
備できている」が43.6％で最も多く、次いで「準備していない」が30.8％、「まだ準備できて
いないが、現在準備を進めている」が25.6％となった（図表�30）。

図表	30　住民やＮＰＯ団体等が自主的に避難所運営に関われる	
体制の準備状況（ＳＡ）

87.2

66.7

30.8

7.7

10.3

0 20 40 60 80 100

防災訓練の実施

災害対応マニュアルや資料等の配布

研修・ワークショップの実施

その他

特に実施していない

（％）

（n=39）

既に準備できている

43.6%

まだ準備できていないが、

現在準備を進めている

25.6%

準備していない

30.8%

（n=39）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑰ 避難行動要支援者の避難に関する個別計画の作成状況
避難行動要支援者の避難に関する個別計画の作成状況は、「未作成である」が56.4％で最も
多く、次いで「作成中である」が33.3％となった（図表�31）。

図表	31　個別計画の作成状況（ＳＡ）

⑱ 避難行動要支援者の避難に関する個別計画の作成完了時期
避難行動要支援者の避難に関する個別計画の作成完了時期は、「分からない」が64.7％で最
も多く、次いで「令和 6年度以降」が23.5％、「令和 4年度中」が11.8％となった（図表�32）。

図表	32　個別計画の作成完了時期（ＳＡ）

（注）1.「令和 3年度中」「令和 5年度中」の回答者は無し。

2.�ｎ=34について：本問は、個別計画について「作成中である」又は「作成を開始したところである」又は「未作成である」

と回答した38自治体を対象とし、うち無回答が 4自治体であった。

（必要な対象者全員分の）

作成が完了している

2.6%

作成中である

33.3%

作成を開始したところ

である

7.7%

未作成である

56.4%

（n=39）

令和４年度中

11.8%

令和６年度以降

23.5%

分からない

64.7%

（n=34）
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⑲ 避難行動要支援者の避難に関する個別計画を作成する上での課題
避難行動要支援者の避難に関する個別計画を作成する上での課題は、「計画を作成する人
材の不足」が74.3％で最も多く、次いで「地域住民や民間企業等（老人福祉施設等）との調
整の困難」が45.7％、「ノウハウが不足している」が42.9％となった（図表�33）。

図表	33　個別計画を作成する上での課題（ＭＡ・3つまで）

（注）�ｎ=35について：本問は、個別計画について「作成中である」又は「作成を開始したところである」又は「未作成である」

と回答した38自治体を対象とし、うち無回答が 3自治体であった。

74.3

45.7

42.9

28.6

20.0

14.3

14.3

11.4

22.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

計画を作成する人材の不足

地域住民や民間企業等（老人福祉施設等）との調

整の困難

ノウハウが不足している

避難方法の検討の困難

避難先の確保の困難

避難行動要支援者（高齢者、障害者等）の把握の

困難

庁内連携が難しい

計画を作成するための予算の不足

その他

（％）

（n=35）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑳ コロナ禍を踏まえ災害対応で新たに実施している項目
コロナ禍を踏まえ災害対応で新たに実施している項目は、「消毒用品など感染症対策用の
備品の追加整備」が94.7％で最も多く、次いで「指定避難所以外への避難（分散避難）の呼
びかけ」が86.8％、「コロナ禍での避難所運営を想定した訓練の実施」が81.6％となった（図
表�34）。

図表	34　コロナ禍を踏まえ災害対応で新たに実施している項目（ＭＡ・いくつでも）

（注）ｎ=38について：無回答 1自治体。

94.7

86.8

81.6

76.3

60.5

60.5

57.9

44.7

39.5

34.2

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

消毒用品など感染症対策用の備品の追加整備

指定避難所以外への避難（分散避難）の呼びかけ

コロナ禍での避難所運営を想定した訓練の実施

新型コロナウイルス等の感染症に対応したマニュア

ルの整備・運用

避難所の定員の削減

新型コロナウイルス感染症患者や濃厚接触者用の

避難所の整備

避難所で新型コロナウイルス等の感染症の患者が

発生した場合の対応の職員への周知

保健所との連携強化（情報共有の強化や役割分担の

すり合わせ等）

指定避難所や、その他の避難場所の追加確保

（ホテル等も含む）

避難所が密にならないための、ＳＮＳやアプリ、

ホームページを利用した避難所の混雑状況の周知

その他

（％）

（n=38）
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㉑ コロナ禍収束後も継続して実施したい取組
コロナ禍収束後も継続して実施したい取組は、「指定避難所以外への避難（分散避難）の
呼びかけ」が86.5％で最も多く、次いで「消毒用品など感染症対策用の備品の追加整備」が
62.2％、「新型コロナウイルス等の感染症に対応したマニュアルの整備・運用」が51.4％となっ
た（図表�35）。

図表	35　コロナ禍収束後も継続して実施したい取組（ＭＡ・いくつでも）

（注）1.「その他」の回答者は無し。

2.ｎ=37について：無回答 2自治体。
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新型コロナウイルス等の感染症に対応した

マニュアルの整備・運用

保健所との連携強化（情報共有の強化や役割分担の

すり合わせ等）

避難所で新型コロナウイルス等の感染症の患者が発

生した場合の対応の職員への周知

コロナ禍での避難所運営を想定した訓練の実施

避難所が密にならないための、ＳＮＳやアプリ、

ホームページを利用した避難所の混雑状況の周知

指定避難所や、その他の避難場所の追加確保

（ホテル等も含む）

新型コロナウイルス感染症患者や濃厚接触者用の

避難所の整備

避難所の定員の削減

（％）

（n=37）

（注）「その他」の回答者は無し。
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

㉒ 避難所支援について連携している取組の有無
民間企業・団体やＮＰＯ等との間で、災害時の避難所支援について連携している取組の
有無は、「既に連携している取組がある」が60.5％で最も多く、次いで「特に取組はない」が
31.6％、「今後、連携の検討を進めていく予定である」が7.9％となった（図表�36）。

図表	36　避難所支援について連携している取組（ＳＡ）

（注）ｎ=38について：無回答 1自治体。

㉓ 国や都、他自治体と連携した準備
発災時に向けた国や都、他自治体と連携した準備の有無は、「あまり準備できていない

（46.2％）」と「全く準備できていない（5.1％）」が合わせて51.3％に上った（図表�37）。

図表	37　国や都、他自治体と連携した準備（ＳＡ）

既に連携している取組

がある

60.5%

今後、連携の検討を

進めていく予定である

7.9%

特に取組はない

31.6%

（n=38）

十分に準備できている

7.7%

多少は準備できている

41.0%

あまり準備できていな

い

46.2%

全く準備できていない

5.1%

（n=39）
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㉔ 発災時に住民や自主防災組織に期待したい取組
発災時において、住民や自主防災組織に特に期待したい取組は、「自主的な避難所の運営
や協力」が87.2％で最も多く、次いで「避難行動要支援者の避難の支援」が66.7％、「地域住
民の安全確認と救助」が61.5％となった（図表�38）。

図表	38　発災時に住民や自主防災組織に期待したい取組（ＭＡ・3つまで）

（注）「避難場所や物資の提供」「その他」の回答者は無し。

㉕ 自助・共助・公助の重要性についての考え
自助・共助・公助の重要性についての考えは、「「自助」、「共助」、「公助」のバランスをと
りたいと考えている」が56.4％、「「自助」・「共助」に重きを置きたいと考えている」が43.6％
となった（図表�39）。

図表	39　自助・共助・公助の重要性についての考え（ＳＡ）

（注）「「公助」がメインと考えている」「その他」の回答者は無し。
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35.9
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自主的な避難所の運営や協力

避難行動要支援者の避難の支援

地域住民の安全確認と救助

速やかな避難の実施やその支援

被害情報の収集や行政からの情報の周知

住民の避難誘導の実施

（％）

（n=39）

（注）「避難場所や物資の提供 」「その他」の回答者は無し。
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「自助」、「共助」、
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

㉖ 自助・共助・公助の重要性の考えの理由
「「自助」、「共助」、「公助」のバランスをとりたいと考えている」、「「自助」・「共助」に重き
を置きたいと考えている」と回答した理由について意見を求めたところ、37件の意見が寄せ
られた。主な意見を掲載しているが、主旨を尊重しながら表現を修正している。
分類してみると、「公助には限界がある・自助や共助がより有効である」が22件で最も多く、
次いで「総合的な推進が重要」が 8件、「その他」が 7件となった（図表�40）。

図表	40　自助・共助・公助の重要性の考えの理由（ＦＡ）

多かった意見 件数

①公助には限界がある・自助や共助がより有効である 22

②総合的な推進が重要 8

③その他 7

合計 37

①公助には限界がある・自助や共助がより有効である

意見内容

•	 小さな自治体では、公助において限界があるため。

•	 市役所職員にも人数に限りがあり、全ての市民が満足できる支援ができるわけではないため。

•	 近年、災害が大規模化しており、自助・共助の担う役割が大きくなっているため。

•	 避難所生活が長期化した場合など、行政職員による運営だけでは限界がある。防災意識啓発
の点でも行政による一律の呼びかけだけでなく、地域によるネットワークでの伝達に効果を
感じている。

•	 個人及び地域を軸とした日頃からの備えが、被害を最小限にすることにつながると考えるた
め。

•	 公助は、自助・共助の補完と考える。公助で供される内容は、全住民に平等で行わなければ
ならないため、個人の要求を満たせるものでは無いと考えるため。
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②総合的な推進が重要

意見内容

•	 住民による、自助、共助と行政による公助が、それぞれの責務と役割を明らかにした上で、
連携を図っていくことが必要なため。

•	 自助として自らの命は自らが守り、共助として自分たちのまちは自分たちで守り、公助とし
て支援していく体制を整備し、防災力向上を図る。

③その他

意見内容

•	 災害対策の基本は自助、共助。他人、家族、地域が意識を持って平時から備えることが重要
である。被害の減少は、この部分が十分に行われないと望めない。これを促すことも公助の
一つと考える。これらの活動を支援し、他人や地域の活動を越えた公共の活動が公助となる。
自助、共助、公助がバランス良く機能することで総合的な災害対策になると考えられる。

•	 各自で出来ることは実施して頂き、障害や高齢等で避難出来ない方は役場や近所の方に協力
を仰ぐことが重要と考える。
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

2. 多摩・島しょ地域職員アンケート調査

（1） 実施概要

① 調査方法
本アンケートは、東京都39市町村の職員へ、各市町村の企画担当部署を通じて回答フォー
ムへの二次元バーコード、リンクを記載した案内状を配布し、各職員がその回答フォームへ
アクセス・回答する形式で実施した。

② 調査時期
2021年 7 月27日（火）～ 8月17日（火）

③ 調査対象
東京都39市町村に勤務する正規職員

④ 回収結果
975サンプル

⑤ 調査結果の見方
調査結果の数値は、原則として回答率（％）を表記してあり、小数点第 2位を四捨五入し
小数点以下第 1位までを表記している。このため、単数回答の合計が100.0％とならない場
合がある。
本文中の「ｎ」はその設問の回答数を、「ＳＡ」は単一回答を、「ＭＡ」は複数回答、「ＦＡ」
は自由記述回答を示す。
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（2） 調査結果

① 防災担当部署への配属経験の有無
防災担当部署への配属経験は、「ある」が10.1％、「ない」が89.9％となった（図表�41）。

図表	41　防災担当部署への配属経験（ＳＡ）

② 避難所運営経験の有無
避難所運営経験は、「ある」が22.8％、「ない」が77.2％となった（図表�42）。

図表	42　避難所運営経験（ＳＡ）

ある

10.1%

ない

89.9%

（n=975）

ある

22.8%

ない

77.2%

（n=975）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

③ 発災時における担当業務の把握状況
発災時における担当業務の把握状況は、「常日頃から把握している」が52.4％で最も多く、
次いで「何らかの役割はあると思うが、具体的に何をすべきかは分からない」が43.3％となっ
た（図表�43）。

図表	43　発災時における担当業務の把握状況（ＳＡ）

常日頃から把握してい

る

52.4％

何らかの役割はあると思う

が、具体的に何をすべきか

は分からない

43.3%

役割はない

2.1%

役割の有無も含めて、

把握していない

2.3%

（n=975）
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④ 災害発生時における災害対応への意識
災害発生時における災害対応への意識は、「自身の仕事として、優先的・積極的に対応す
る」が43.5％で最も多く、次いで、「まずは防災担当部署が対応すべきだが、自分もある程度
積極的に関わる」が38.8％、「まずは防災担当部署が対応すべきであり、自分は必要な範囲に
限って関わる」が15.1％となった（図表�44）。

図表	44　災害発生時における災害対応への意識（ＳＡ）

自身の仕事として、優先

的・積極的に対応する

43.5%

まずは防災担当部署が対

応すべきだが、自分もあ

る程度積極的に関わる

38.8%

まずは防災担当部署が対

応すべきであり、自分は

必要な範囲に限って

関わる

15.1%

自分は防災担当部署の職

員であるため、本設問は

あてはまらない

2.7%

（n=975）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑤ 地域防災計画、災害対応や避難所運営等に関する手引きの把握状況
勤務する自治体の地域防災計画、災害対応や避難所運営等に関する手引き（マニュアル）
の把握状況は、「存在を把握しており、一応読んだことがある」が44.7％で最も多く、次いで、
「存在を把握しており、自分の業務だけを理解している」が27.1％、「存在を把握しているが、
読んだことはない」が16.7％となった（図表�45）。

図表	45　地域防災計画、災害対応や避難所運営等に関する手引きの把握状況（ＳＡ）

⑥ 発災時の災害対応を意識する時
発災時の災害対応を意識する時は、「台風シーズンや大雨発生時」が71.8％で最も多く、次
いで「避難訓練や研修受講時」が49.3％、「他自治体での災害発生時」が38.4％となった（図
表�46）。

図表	46　発災時の災害対応を意識する時（ＭＡ・いくつでも）
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（n=975）
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⑦ 避難所運営における課題
避難所運営における課題は、「避難所の運営要員の確保（代替要員の確保も含む）」が
73.4％で最も多く、次いで「職員に対する避難所運営の訓練不足」が52.7％、「高齢者や障害者、
妊産婦等への配慮」が48.2％となった（図表�47）。

図表	47　避難所運営における課題（ＭＡ・いくつでも）

（注）ｎ=222について：本問は、過去に避難所運営の経験がある職員を対象としている。

⑧ 発災時に住民や自主防災組織に期待したい取組
発災時に住民や自主防災組織に期待したい取組は、「自主的な避難所の運営や協力」が
59.8％で最も多く、次いで「地域住民の安全確認と救助」が56.6％となった（図表�48）。

図表	48　発災時に住民や自主防災組織に期待したい取組（ＭＡ・3つまで）
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1.4
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避難所の運営要員の確保（代替要員の確保も含む）

職員に対する避難所運営の訓練不足

高齢者や障害者、妊産婦等への配慮

住民への必要な情報の発信

住民や自主防災組織、ＮＰＯ等との連携

災害対策本部との連携の不足

住民の要望への対応

関係省庁や関係他部署、住民からの情報収集

その他

課題はない

（％）

（n=222）

59.8

56.6

38.6

38.3

30.8

22.8

14.4

0.7

0 20 40 60 80 100

自主的な避難所の運営や協力

地域住民の安全確認と救助

避難行動要支援者の避難の支援

速やかな避難の実施やその支援

住民の避難誘導の実施

被害情報の収集や行政からの情報の周知

避難場所や物資の提供

その他

（％）

（n=975）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑨ 防災・災害対応における不安な点
防災・災害対応における不安な点は、「避難所運営時の急病人対応」が59.6％で最も多く、
次いで「避難所運営時の要配慮者への対応」が59.4％、「避難所運営時の住民からの要望への
対応」が57.4％となった（図表�49）。

図表	49　防災・災害対応における不安な点（ＭＡ・いくつでも）

⑩  防災担当部署以外の職員が、防災や災害対応を主体的にすべきこととし
て捉えるのに重要な事
防災担当部署以外の職員が、防災や災害対応を主体的にすべきこととして捉えるのに重要
な事は、「避難訓練・災害対応訓練の実施」が67.2％で最も多く、次いで、「防災に関する職
員向けの情報発信」が56.3％、「マニュアルの共有」が53.5％となった（図表�50）。

図表	50　防災担当部署以外の職員が、防災や災害対応を主体的に	
すべきこととして捉えるのに重要な事（ＭＡ・いくつでも）
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57.4

46.7

46.5

38.8

21.5

19.0

8.8

5.1

0.5

0 20 40 60 80 100

避難所運営時の急病人対応

避難所運営時の要配慮者への対応

避難所運営時の住民からの要望への対応

住民の適切な避難誘導

避難所運営時の住民との連携

避難所運営時の犯罪防止や犯罪発生時の対応

庁舎から家が遠く災害時の対応が困難

発災時に自分が何をすべきか不明

避難所運営時のプレス対応

その他

不安はない

（％）

（n=975）

67.2

56.3

53.5

37.0

3.8

0 20 40 60 80 100

避難訓練・災害対応訓練の実施

防災に関する職員向けの情報発信

マニュアルの共有

勉強会やワークショップの実施

その他

（％）

（n=975）
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3. 多摩・島しょ地域住民アンケート調査

（1） 実施概要

① 調査方法
本調査はＷebアンケートにより実施した。
Ｗebアンケートは、あらかじめ登録された「モニター（会員）」と呼ばれるアンケート回
答者へ、目的に合わせて設問を設定し、メールや専用システムなどＷebを利用して設問を
配信・回収する仕組みである。

② 調査時期
2021年 7 月28日（水）～ 8月 2日（月）

③ 調査対象
東京都39市町村に居住する男女

④ 回収結果
1,110サンプル

⑤ 調査結果の見方
調査結果の数値は、原則として回答率（％）を表記してあり、小数点第 2位を四捨五入し
小数点以下第 1位までを表記している。このため、単数回答の合計が100.0％とならない場
合がある。
本文中の「ｎ」はその設問の回答数を、「ＳＡ」は単一回答を、「ＭＡ」は複数回答、「ＦＡ」
は自由記述回答を示す。
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

（2） 調査結果

① 避難経験の有無
災害の危険が迫っていた状況での避難経験は、「災害の危険が迫ったことはない」が77.6％
で最も多く、次いで、「（災害の危険はあったが）避難したことはない」が14.1％、「避難した
ことがある」が8.4％となった（図表�51）。

図表	51　避難経験の有無（SＡ）

② 避難しなかった理由
過去に「（災害の危険はあったが）避難したことはない」と回答した住民に対し、避難しな
かった理由を聞いたところ、「避難しなくても大丈夫だと思った」が55.8％で最も多く、次い
で「避難所に行く途中の被災の危険の方が高いと思った」（30.8％）、「家が心配だった」（21.8％）
となった（図表�52）。

図表	52　避難しなかった理由（ＭＡ・いくつでも）

（注）�ｎ=156について：本問は、避難経験の有無について、過去に「（災害の危険はあったが）避難したことはない」と回答し

た住民を対象としている。

避難したことがある

8.4%

（災害の危険はあった

が）避難したことはない

14.1%

災害の危険が

迫ったことはない

77.6%
（n=1,110）
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30.8

21.8

10.9

9.6

8.3

1.9

1.3

5.1

0 20 40 60 80 100

避難しなくても大丈夫だと思った

避難所に行く途中の被災の危険の方が高いと思った

家が心配だった

避難所の快適性や安全性に不安があった

ペットがいて避難が難しかった

何を持参して避難すれば良いかわからなかった

避難所の場所や行き方が分からなかった

要配慮者がいて避難が難しかった

その他

（％）

（n=156）
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③ 災害発生時の避難先
災害発生時の避難先として考えている場所は、「地域の指定避難所・指定緊急避難場所」
が67.4％で最も多く、次いで、「自宅（マンション等）にとどまる」が46.4％となった（図表�
53）。

図表	53　災害発生時の避難先（ＭＡ・いくつでも）

④ 自宅以外の場所への避難のタイミング
自宅以外の場所への避難のタイミングは、「避難指示が発令された時点（国の警戒レベル
4）」が50.3％で最も多く、次いで、「目前に危険が迫った時点」が32.9％、「住めないほどに家（自
宅）が壊れている状況」が29.2％となった（図表�54）。

図表	54　自宅以外の場所への避難のタイミング（ＭＡ・いくつでも）
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46.4
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8.7
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地域の指定避難所・指定緊急避難場所

自宅（マンション等）にとどまる

親戚・知人宅

テントや車中泊での避難が可能な場所

ホテル等の宿泊施設

その他

（％）

（n=1,110）

50.3

32.9

29.2

20.9

17.4

16.7

13.5

7.4

0.3

5.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

避難指示が発令された時点

（国の警戒レベル4）

目前に危険が迫った時点

住めないほどに家（自宅）が壊れている状況

住めるが、家（自宅）が壊れている状況

電気・ガスが止まっている状況

水道が止まっている状況

高齢者等避難情報が発令された時点

（国の警戒レベル3）

注意報が発令された時点

（国の警戒レベル1～2）

その他

どのような状況でも避難しようとは思わない

（％）

（n=1,110）

62



第
Ⅲ
章

Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑤ 普段からの災害に備えた対策
普段からの災害に備えた対策は、「食料・飲料・生活必需品などを 3日分程度用意してい
る」が33.6％で最も多く、次いで、「非常用持ち出しバッグを用意している」が31.5％、「家具
の転倒防止対策をしている」「いざという時の避難先を把握している」が27.7％となった（図
表�55）。
「災害に備えた対策は特にとっていない」も28.7％に上った。

図表	55　普段からの災害に備えた対策（ＭＡ・いくつでも）
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31.5

27.7
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食料・飲料・生活必需品などを3日分程度用意している

非常用持ち出しバッグを用意している

家具の転倒防止対策をしている

いざという時の避難先を把握している

家族で集合場所や避難方法などについて話し合っている

食料・飲料・生活必需品などを１週間分程度用意している

災害情報の入手方法を把握している

自宅の耐震性能を確認し、必要に応じて耐震化対策をとっ

ている

地域の避難訓練に参加している

災害時の避難所に関する講演等を聞いたことがある

避難所の開設や運営に関する訓練・

ワークショップ等に参加したことがある

マイタイムラインを作成している

その他

災害に備えた対策は特にとっていない

（％）

（n=1,110）
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⑥ 避難に関する不安事、困り事
避難に関する不安事・困り事について、「避難所で新型コロナウイルスなどの感染症の対
策がとられているか」が40.1％で最も多く、次いで「避難した後、自宅が空き巣被害にあわ
ないか」が36.6％となった（図表�56）。
「特に不安はない」も28.1％に上った。

図表	56　避難に関する不安事、困り事（ＭＡ・いくつでも）
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避難所で新型コロナウイルスなどの感染症の対策がとられているか

避難した後、自宅が空き巣被害にあわないか

避難所で犯罪被害（盗難、暴力、わいせつ行為等）にあわないか

ペットと一緒に避難できるか

自宅が指定避難所・指定緊急避難場所に行きづらい場所（遠い場

所・高い場所等）にあるが、いざという時に避難できるか

家族に就学前の乳幼児がいるが避難できるか

家族に小学生がいるが、子どもが避難所で過ごせるか

家族に要介護者がいるが避難できるか

その他

特に不安はない

（％）

（n=1,110）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑦ 津波警報が発令された際、避難すべき場所
津波警報が発令された際の避難場所について聞いたところ、「知っている」が75.9％、「知
らない」が24.1％となった（図表�57）。

図表	57　津波警報が発令された際、避難すべき場所（ＳＡ）

（注）ｎ=54について：本問は、島しょ地域の住民を対象としている。

⑧ 指定避難所や指定緊急避難場所の情報の把握方法
指定避難所や指定緊急避難場所の情報の把握方法は、「広報誌」が30.4％で最も多く、次い
で、「自治体から配布されている防災マップ・ハザードマップ」が26.0％、「自治体ホームペー
ジに掲載されている防災マップ・ハザードマップ」が25.4％となった（図表�58）。
「把握していない（必要に迫られた場合に初めて調べる）」も24.1％に上った。

図表	58　指定避難所や指定緊急避難場所の情報の把握方法（ＭＡ・いくつでも）
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公共施設等の掲示板

自治体から配布されている防災パンフレット

スマートフォンアプリ

自治体ホームページに掲載されている防災パ

ンフレット

地元紙（地域新聞等）

自治体のFacebookやTwitterなどのＳＮＳ

その他

把握していない

（必要に迫られた場合に初めて調べる）

（％）

（n=1,110）
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⑨ 分散避難を行う条件
分散避難を行う条件について聞いたところ、「ホテル等の分散避難先が確保されている」
が46.6％で最も多く、次いで「補助金が支給される（ホテルなどに避難する場合）」が44.1％、「分
散避難をするのに必要な情報が自治体から提供される」が38.9％となった（図表�59）。
「分散避難をしようとは思わない」も22.8％に上った。

図表	59　分散避難を行う条件（ＭＡ・いくつでも）
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分散避難をするのに必要な情報が自治体

から提供される

分散避難先までの交通手段がある

避難をすべきタイミングを早めに伝えて

くれる

その他

分散避難をしようとは思わない

（％）

（n=1,110）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑩ 避難所へ長期避難する際に最低限求める条件（避難所全体に関する項目）
避難所へ長期避難する際に最低限求める条件（避難所全体に関する項目）は、「暑さ・寒
さ対策が行われている」が60.3％で最も多く、次いで「電気（電源）が使える」が57.2％となっ
た（図表�60）。

図表	60　避難所へ長期避難する際に最低限求める条件	
（避難所全体に関する項目・ＭＡ・いくつでも）

（注）�ペットの同行避難：避難者が避難所へペットとともに避難すること。ただし、同室とは限らない。�

ペットの同伴避難：避難者が避難所でペットを飼養する状態。ただし、同室とは限らない。
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女性用更衣室や授乳室が設置されている

防犯・トラブル対応のため、避難者による見回

りなどの体制が整備されている

避難者の名簿により、入所・退所が把握されて

いる

施設内の危険箇所が確認され、必要に応じて立

ち入り禁止措置がとられている

ペットの同行避難に関する想定・準備

ペットの同伴避難に関する想定・準備

該当する項目なし

（％）

（n=1,110）
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⑪ 避難所へ長期避難する際に最低限求める条件（避難スペースに関する項目）
避難所へ長期避難する際に最低限求める条件（避難スペースに関する項目）について聞い
たところ、「間仕切り用パーテーション等で各自の避難スペースが仕切られている」が62.7％
で最も多く、次いで「避難者一人当たりのスペースが不自由ない広さに確保されている」が
52.8％、「タオルケット、布団、毛布等の寝具が確保されている」が51.6％となった（図表�
61）。

図表	61　避難所へ長期避難する際に最低限求める条件	
（避難スペースに関する項目・ＭＡ・いくつでも）
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避難者一人当たりのスペースが不自由ない広さ
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タオルケット、布団、毛布等の寝具が確保され

ている

簡易的に床に敷くためのエアマット、段ボール

などが確保されている

女性・子どもに配慮した避難スペースの割当て

がなされている

高齢者・障害者（児）等に配慮した避難スペー

スの割当てがなされている

該当する項目なし

（％）

（n=1,110）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑫  避難所へ長期避難する際に最低限求める条件（食事や水・各種物資、情報
の提供や入手に関する項目）
避難所へ長期避難する際に最低限求める条件（食事や水・各種物資、情報の提供や入手に
関する項目）は、「飲料水が確保されている」が77.8％で最も多く、次いで「食料が確保され
ている」が71.4％となった（図表�62）。

図表	62　避難所へ長期避難する際に最低限求める条件	
（食事や水・各種物資、情報の提供や入手に関する項目・ＭＡ・いくつでも）
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携帯電話、スマートフォンの充電ができる

食料が衛生的に保管されている

飲料水や食料（食事）を配布する上でのルール

が周知されている（必要以上の持ち去り防止）

食事の前に手を洗うことができる

備え付けのテレビ、ラジオ、新聞等で情報が入

手できる

防災行政無線の放送を聞くことができる

掲示板での情報提供が行われている

栄養が配慮された食事が用意されている

食事（食料）の原材料が表示されている（アレ

ルギー、宗教等）

アレルギー対応、介護食等の特別食が提供され

ている

該当する項目なし

（％）

（n=1,110）
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⑬  避難所へ長期避難する際に最低限求める条件（トイレ、衛生環境・健康管
理に関する項目）
避難所へ長期避難する際に最低限求める条件（トイレ、衛生環境・健康管理に関する項目）
は、「トイレの数が十分にある」が72.3％で最も高く、次いで「トイレを流すための水が確保
されている」が65.2％となった（図表�63）。

図表	63　避難所へ長期避難する際に最低限求める条件	
（トイレ、衛生環境・健康管理に関する項目・ＭＡ・いくつでも）

72.3

65.2

49.9

47.6

41.8

38.4

35.9

35.5

34.9

12.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

トイレの数が十分にある

トイレを流すための水が確保されている

清掃や換気が定期的に行われている

トイレの男女別の配慮がなされている

新型コロナウイルス等の感染症防止のため、備品・物資の

使いまわし防止や施設の消毒等の措置がとられている

洋式トイレがある

医療・保健・福祉専門職の巡回・派遣による健康チェッ

ク・管理が定期的に行われている

新型コロナウイルス等の感染症の患者が出た場合の専用ト

イレが確保されている

新型コロナウイルス等の感染症の患者が出た場合の対応が

職員に周知されている

該当する項目なし

（％）

（n=1,110）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑭ 防災訓練等への参加状況
防災訓練等への参加状況は、「全く参加していない」が60.4％で最も高く、次いで「あまり
参加していない」が24.7％、「ある程度参加している」が12.2％となった（図表�64）。

図表	64　防災訓練等への参加状況（ＳＡ）

積極的に

参加している

2.8%

ある程度

参加している

12.2%

あまり参加して

いない

24.7%

全く

参加していない

60.4%

（n=1,110）
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⑮ 発災時に住民や自主防災組織が特に行うべき取組
発災時に住民や自主防災組織が特に行うべき取組は、「地域住民の安全確認と救助」が
48.2％で最も多く、次いで、「速やかな避難の実施やその支援」が38.3％、「避難場所や物資
の提供」が35.9％となった（図表�65）。

図表	65　発災時に住民や自主防災組織が特に行うべき取組（ＭＡ・3つまで）

⑯ 避難所運営への協力
避難所運営への協力は、「負担にならない範囲で協力したい」が66.3％で最も高く、次いで

「できれば協力したくない」が13.8％、「積極的に協力したい」が10.5％、「全く協力したくない」
が9.4％となった（図表�66）。

図表	66　避難所運営への協力（ＳＡ）

48.2

38.3

35.9

30.4

25.8

22.8

17.6

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

地域住民の安全確認と救助

速やかな避難の実施やその支援

避難場所や物資の提供

住民の避難誘導の実施

自主的な避難所の運営や協力

被害情報の収集や行政からの情報の周知

避難行動要支援者の避難の支援

その他

（％）

（n=1,110）

積極的に協力したい

10.5%

負担にならない範囲

で協力したい

66.3%

できれば協力したく

ない

13.8%

全く協力したくない

9.4%

（n=1,110）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

⑰ 避難所の運営に協力したくない理由
避難所の運営に協力したくない理由は、「自分や家族で手一杯だから」が37件で最も多く、
次いで「面倒だから」が35件、「人付き合いやトラブルが嫌だから」が23件となった（図表�
67）。

図表	67　避難所の運営に協力したくない理由（ＦＡ）

（注）本表は、自由記述形式の回答結果を、㈱ちばぎん総合研究所が分類・整理したもの。

⑱ 避難所運営への協力期間
避難所運営への協力期間は、「 1週間以内」が41.3％で最も多く、次いで、「 1か月以内」
が17.1％、「 2週間以内」が16.1％となった（図表�68）。

図表	68　避難所運営への協力期間（ＳＡ）

（注）�ｎ=853について：本問は、避難所運営への協力について「積極的に協力したい」又は「負担にならない範囲で協力したい」

と回答した住民を対象としている。

件数
37
35
23
17
15
13
13
10
4
26

高齢・体力がない・持病があるから

項目
自分や家族で手一杯だから
面倒だから
人付き合いやトラブルが嫌だから
よくわからない・興味がないから

忙しいから
自信がないから・迷惑をかけるから
大変だから・負担が大きいから
新型コロナウイルスが心配だから
その他

３日以内

15.5%

１週間以内

41.3%２週間以内

16.1%

１か月以内

17.1%

２か月以内

1.1%

２か月より長期

9.0%

（n=853）
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4. 島しょ部における津波対策の現状

（1） 島しょ部における津波被害想定
本項では、東京都が2013年 5 月14日に公表した、南海トラフの巨大地震等による島しょ部
の被害想定を示す。

① 震源域と島しょ部の位置関係
想定で示された震源域と島しょ部の位置関係は、次のとおりである（図表�69）。

図表	69　震源域等と島しょ部の位置関係

（注）1.�赤紫線：南海トラフの巨大地震の津波断層モデル�

赤　線：元禄型関東地震の津波断層モデル�

青　線：主なトラフ軸（南海トラフ、相模トラフ）

2.利島と式根島は、出典元の地図に加筆をしている。

（出典）東京都「南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定」（平成25年 5 月14日）。

利島
式根島
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

② 最大津波高と最大津波高到達時間
南海トラフの巨大地震等による島しょ部の被害想定において、最大津波高が最も高い島は
新島（30.16ｍ）となっている。また、最大津波高の到達時間（地震発生からの経過時間）が
最も早い島は式根島（13.7分）となっている（図表�70）。

図表	70　各島の最大津波高と到達時間

島名 最大津波高	
（ｍ）

最大津波高の到達時間	
（分）

大島 15.76 22.4
利島 16.18 19.1
新島 30.16 17.1
式根島 28.15 13.7
神津島 28.43 16.6
三宅島 18.20 16.7
御蔵島 22.60 17.6
八丈島 18.07 32.6
青ヶ島 17.68 34.6
父島 18.52 128.7
母島 15.91 107.8

（注）�南海トラフ巨大地震又は元禄型関東地震における各島の最大津波高（岩場を含む島全体）と、その津波の到達時間を示

している。

（出典）東京都「南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定」（平成25年 5 月14日）より㈱ちばぎん総合研究所が作成。
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③ 人的被害と建物被害
南海トラフの巨大地震等による島しょ部の被害想定（最悪ケース：人的被害が最大となる
地震動・津波ケース）において、人的被害が最も大きいのは、新島の1,351人（死者1,313人、
負傷者38人、被害割合57.5％）となっている（図表�71）。
最悪ケースにおける建物被害が最も大きいのは、新島の953棟（全壊758棟、半壊195棟、
被害割合56.6％）となっている（図表�72）。

図表	71　人的被害が最大となる地震動・津波ケースにおける各島の人的被害

町村名・島名
人口
（人）
【Ａ】

被害
割合

【Ｂ】÷
【Ａ】

人的被害が最大となる
地震動・津波ケース

人的被害が
最大となる
シーン

人的
被害
（人）
【Ｂ】

死
者

負
傷
者

大島町 8,461 58 37 21 0.7％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース⑧ 冬・深夜

利島村 341 7 5 2 2.1％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース①、⑥ 冬・昼間

新島村
新島 2,351 1,351 1,313 38 57.5％ 南海トラフ巨大地震

津波ケース⑧ 冬・深夜

式根島 532 17 16 1 3.2％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース①、⑥ 冬・昼間

神津島村 1,889 295 288 7 15.6％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース⑥ 冬・昼間

三宅村 2,676 143 143 0 5.3％ 元禄型関東地震 冬・深夜
御蔵島村 348 0 0 0 0.0％ - -

八丈町 8,231 30 23 7 0.4％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース⑥ 冬・深夜

青ヶ島村 201 1 1 0 0.5％
南海トラフ巨大地震
津波ケース①、②、⑥、

⑧
冬・昼間

小笠原村
父島 1,880 130 127 3 6.9％ 南海トラフ巨大地震

津波ケース⑤ 冬・深夜

母島 491 35 34 1 7.1％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース⑤ 冬・深夜

（注）1.人口は、平成22年国勢調査による夜間人口の値。

2.人的被害は、最大被害となる「早期避難者比率が低い場合」。

3.死者数には、行方不明者を含む。

4.被害割合は、独自計算によるもの。

5.�上記の人的被害が最大となる地震動・津波ケースは、P.75の各島の最大津波高を生じるケースとは必ずしも一致しない。

また、津波ケースの番号は出典元による。

（出典）�東京都「南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定」（平成25年 5 月14日）のデータを元に㈱ちばぎん総合研究所が

作成。
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

図表	72　人的被害が最大となる地震動・津波ケースにおける各島の建物被害

町村名・島名
建物
棟数
（棟）
【Ａ】

被害
割合

【Ｂ】÷
【Ａ】

人的被害が最大となる
地震動・津波ケース

人的被害が
最大となる
シーン

建物
被害
（棟）
【Ｂ】

全
壊

半
壊

大島町 5,988 200 41 159 3.3％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース⑧ 冬・深夜

利島村 243 59 26 33 24.3％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース①、⑥ 冬・昼間

新島村
新島 1,684 953 758 195 56.6％ 南海トラフ巨大地震

津波ケース⑧ 冬・深夜

式根島 490 29 16 13 5.9％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース①、⑥ 冬・昼間

神津島村 1,540 299 224 75 19.4％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース⑥ 冬・昼間

三宅村 1,911 130 117 13 6.8％ 元禄型関東地震 冬・深夜
御蔵島村 183 0 0 0 0.0％ - -

八丈町 5,154 59 24 35 1.1％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース⑥ 冬・深夜

青ヶ島村 90 0 0 0 0.0％
南海トラフ巨大地震
津波ケース①、②、⑥、

⑧
冬・昼間

小笠原村
父島 508 264 211 53 52.0％ 南海トラフ巨大地震

津波ケース⑤ 冬・深夜

母島 132 52 37 15 39.4％ 南海トラフ巨大地震
津波ケース⑤ 冬・深夜

（注）1.被害割合は、独自計算によるもの。

2.�上記の人的被害が最大となる地震動・津波ケースは、P.75の各島の最大津波高を生じるケースとは必ずしも一致しない。

また、津波ケースの番号は出典元による。

（出典）�東京都「南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定」（平成25年 5 月14日）のデータを元に㈱ちばぎん総合研究所が

作成。
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（2） 島しょ部における津波対策の現状

① 島しょ部での津波対策に関するアンケート結果
前掲「多摩・島しょ地域自治体アンケート調査」によれば、島しょ部の自治体において講
じている津波対策は、「避難計画やハザードマップの整備」が88.9％で最も多く、次いで「避
難訓練の実施」「危険地域での海抜表示や避難先の看板の設置」が66.7％となっている（図表�
73）。

図表	73　津波への対策（ＭＡ・いくつでも）

（出典）多摩・島しょ地域自治体アンケート調査

（注）1.「その他」の回答者は無し。

2.�n= 9 について：本問は、島しょ部の自治体（大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、

小笠原村）を対象としている。

88.9

66.7

66.7

44.4

44.4

33.3

22.2

11.1

0 20 40 60 80 100

避難計画やハザードマップの整備

避難訓練の実施

危険地域での海抜表示や

避難先の看板の設置

避難経路の明示

備蓄倉庫の高台設置

避難場所（例：高台の避難場所や

津波タワー等）の確保

高台への手すり・スロープ設置

公共施設の耐浪化

（％）

（n=9）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

② 津波対策の事例（新島）
（i） 概要
本項では、島しょ部の津波対策の現状として、特に大きな被害が想定されている新島での
取組を紹介する。
新島村では、地域防災計画において、「南海トラフ地震防災推進計画」の部を作り、＜視
点 1＞「津波による人的被害ゼロ」を目指した迅速な避難対策、＜視点 2＞孤立する可能性
がある地域特性を踏まえた対策、という 2つの視点から津波対策を推進している。ハザード
マップでは、津波による浸水予測区域が明示されており、地区毎の危険度が視覚的に把握で
きるようになっている。同マップによれば、新島西部の本村地区と、新島北部の若郷地区に
おいて特に津波浸水の危険があると予測されている（図表�74、図表�75）。

図表	74　ハザードマップ（新島全体）

（出典）新島村ウェブサイト18

18　��新島村ウェブサイト�
https://www.niijima.com/bousai/bousai_map.html（2022 年 1 月 24 日確認）

若郷地区

本村地区
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図表	75　ハザードマップ（拡大）

（出典）新島村ウェブサイト 19

19　��新島村ウェブサイト�
https://www.niijima.com/bousai/bousai_map.html（2022 年 1 月 24 日確認）
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

（ii） 本村地区での対策
【新島村津波避難タワー】
本村地区では、新島村が村役場から徒歩 5分の位置に新島村津波避難タワーを整備して
いる（2020年 8 月完成）。同タワーは高さ33.5ｍ、収容人数160人となっている（図表�76）。

図表	76　新島村津波避難タワーの概要

収容人数 160人（屋上避難フロア :83 人・2階避難フロア :77 人）

避難スペース 160.1㎡（屋上避難フロア 83.2㎡・2階避難フロア :76.9㎡	）

避難フロア高さ 屋上避難フロア :33.5 ｍ、2階避難フロア :30.0 ｍ

使用形態 通常時は立入禁止（緊急時のみ使用可能）

竣工時期 2020年 8月末

入口は普段立ち入り禁止であるが（周辺住
民の民家を覗かれないようにする生活上の配
慮によるもの）、施錠はされていないため、
緊急時には住民が自力で入ることができる。
また、入口が 2カ所あり、 2ルートでタワー
を上ることが可能となっている。

新島村津波避難タワー外観

津波避難タワー

新島村役場

新島村津波避難タワー入口
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2 階の避難フロアに備蓄倉庫を備えており、避難予定者160人分の、 1日分の食料・水と
毛布、簡易トイレの備蓄を予定している。普段は施錠されているが、災害時は避難者が開け
られるようになっている。
避難者は、新島村津波避難タワー海側の、前浜地区の住民を想定している。

屋上には、ヘリサインや、照明の電源を
確保するためのソーラーパネルを備え付け
ている。
このほか、新島港に 1カ所、東京都が整
備した新島港津波避難施設がある。

備蓄倉庫入口 前浜地区（新島村津波避難タワー海側）

ソーラーパネル
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【備蓄倉庫】

本村地区山側の備蓄倉庫では、食料、水、毛布、ブルーシートなどを備蓄しており、食料
は、島全体で観光客を含めると 3日分、観光客を除くと 4日分を用意している。今後、備蓄
スペースを拡大するために新たな備蓄倉庫の建設も検討している。

備蓄倉庫

備蓄倉庫外観

備蓄倉庫内部
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【津波避難路・津波避難施設】
本村地区には、新島港周辺に津波避難路が 3カ所設置されている。新島港周辺は後背が
崖となっており、観光客のピーク時には、港の従業員等を含めて1,000人程度の要避難者の
発生が想定されているが、新島港の津波避難施設の収容人数は600人程度であるため、津波
避難施設に避難できない要避難者は、避難路を利用して崖上へ避難することを想定してい
る。

（注）①～③の番号は、報告書の便宜上付したもの

津波避難路①

津波避難路③
津波避難路①

津波避難路②

新島港津波避難施設
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

津波避難路②から見た
新島港津波避難施設

津波避難路③

津波避難路②

津波避難路①
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（iii） 若郷地区
若郷地区では、旧若郷小学校（2007年 3 月31日に新島小学校と合併し廃校）の跡地を活用
した、若郷会館が避難所の一つとなっている（マップ右側）。若郷会館は当地区内では比較
的山側にあるが、津波浸水域内にあり津波被害を受ける可能性があるため、マップ左側の若
郷避難場所に、新たな避難所・備蓄倉庫となる施設を建設中である。

若郷地区の様子

若郷避難場所
（避難所・備蓄倉庫建設中）

若郷会館
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Ⅲ.多摩・島しょ地域自治体の避難・避難所に関する現状

若郷避難場所に建設中の
避難所・備蓄倉庫

若郷会館（旧若郷小学校）若郷地区内の避難看板
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